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ケ
ン

ケ
ン
ト
ウ
賢
憧
金
津
録
宗
東
祇
商
方
寺
の
佐
一
ゲ
ン
ト
タ
ザ
キ
玄
徳
崎

職
。
滞
周
庵
と
鋭
し
た
0

・
文
政
元
年
以
降
高
倉
mm
袋
一
商
北
方
に
在
る
岬
。

の
疑
司
と
な
り
、
天
保
元
年
擬
識
に
地
み
、
同
十
四
一
ケ
ン
ト
タ
ジ
見
徳
寺
石
川
郡
下
柏
野
の
北
方

年

正

用

寂

し

た

。

一

五

六

町

に

大

御

堂

と

い

ふ

泊

祉

が

あ

り

、

笠

石

と

務

ケ

ン

ド

ウ

額

鐘

J
ゴ

ア

Y
ケ
シ
ド
ウ
・
悟
庖
一
す
る
大
石
も
存
す
る
。
古
へ
見
徳
寺
の
あ
っ
た
腕
だ

顕

道

。

一

と

停

.

へ

る

が

、

そ

の

文

字

は

定

か

で

な

い

。

ケ
ン

F
ウ
カ
イ
シ
ヨ
舗
道
曾
所
紛
道
役
所
と
一
ゲ
ン
ト
タ
ジ
元
徳
寺
石
川
郡
鶴
来
領
の
申
に

も
い
ふ
。
能
央
部
小
槌
に
於
け
る
製
紛
染
者
の
組
合
一
元
徳
寺
の
祉
と
稽
へ
る
腕
が
あ
る
。
元
徳
寺
は
諮
知

事
務
所
で
、
そ
の
主
任
を
紛
道
組
版
と
い
ひ
、
配
下
一
の
子
述
惜
の
附
創
し
た
願
得
寺
を
棟
。
偲
へ
た
も
の

に
紛
肝
煎
な
ど
が
あ
っ
た
。
元
機
十
一
年
の
文
惑
に
一
で
あ
る
。

は
、
総
選
組
頭
村
井
屋
文
三
郎
・
村
井
屋
庄
左
衛
門
・
一
ゲ
ン
エ
ン
玄
忽
石
川
部
の
一
授
の
長
。
玄
任

山
上
屋
吉
右
衛
門
等
の
名
が
見
え
る
。
文
政
の
頃
よ
一
と
も
詩
か
れ
る
。
永
正
四
年
玄
忽
越
前
の
朝
倉
貞
景

り
小
松
の
製
紛
業
漸
く
表
へ
、
嘉
永
六
年
八
用
途
に
一
を
討
た
ん
が
局
、
坂
北
部
坪
江
郷
の
僚
機
ロ
に
向
か

紛

遊

曾

所

を

随

止

し

た

。

一

ひ

、

八

nサ
九
日
干
売
を
交
へ
た
が
、
敗
期
し
て
将

ゲ
ン
ト
ク
げ
ん
と
く
務
政
の
時
、
士
人
の
下
一
卒
コ
一
一
向
人
悉
く
戦
死
し
た
。
玄
忽
の
子
次
郎
右
衛
門

僕
に
し
て
、
草
川
腿
取
・
櫨
持
等
の
持
株
任
靴
仰
を
有
せ
一
の
載
を
、
亦
玄
ω
骨
組
と
い
ひ
、
亭
旅
四
年
大
小
一
授

ざ
る
も
の
を
い
う
た
。
印
ち
最
下
級
の
傑
に
し
て
、
一
の
事
に
、
初
め
は
小
一
撲
に
踊
し
た
が
、
後
に
大
一

古
法
令
に
あ
ら
し
こ
と
い
ふ
者
之
に
借
り
、
そ
れ
を
一
授
の
県
議
た
る
朝
食
宗
舗
に
遁
じ
て
、
小
一
授
の
露

げ
ん
と
く
と
い
ふ
は
加
賀
滞
の
み
の
か
口
癖
ら
し
い
。
一
に
今
筏
川
附
近
に
般
ら
れ
た
。
文
弘
治
元
年
宗
摘
が

ケ
ン
ト
ク
イ
ン
諜
徳
院
加
賀
滞
中
市
第
八
代
前
一
加
到
に
地
入
し
た
時
の
職
に
は
、
玄
忽
十
人
衆
の
穏

m蜜
剛
山
の
法
鋭
。
詳
し
く
は
誠
徳
院
紛
市
街
古
大
時
一
が
見
え
る
。
元
組
・
天
正
の
一
授
の
首
領
に
.
杉
浦
賀

士

。

一

一

岐

法

締

玄

任

が

あ

る

が

、

こ

れ

は

又

別

の

玄

任

で

あ

ケ
ン
ト
ク
ヨ
ウ
オ
ヤ
ヲ
識
徳
公
御
夜
話
別
名
一
る
。

議
徳
公
夜
語
録
・
霊
照
公
御
夜
話
・
筒
秀
秘
録
。
前
回
一

重
県
の
談
話
を
記
し
た
も
の
で
、
著
者
は
志
村
五
郎
一

左
衛
門
で
あ
る
。
又
異
本
謙
徳
公
御
夜
話
は
、
天
明
一

二
年
七
居
小
姻
牛
右
衛
門
が
前
倒
治
術
の
命
を
奉
じ
一

て
、
先
侯
霊
殿
の
行
政
に
闘
し
記
憶
す
る
腕
を
欝
い
一

た
も
の
で
、
僅
か
に
十
一
+
僚
の
片
々
た
る
も
の
で
一

あ

る

。

一

ケ
ン
ト
ク
コ
ウ
ネ
ン
プ
譲
徳
公
年
譜
一
般
。
一

前
凶
霊
殿
が
延
亭
四
年
正
周
繕
統
し
て
か
ら
、
資
尚
一

三
年
四

R
卒
去
ま
で
の
年
純
で
あ
る
。

羽
咋
郡
滋
閏
の
部
務
・
一
回
玄
替
の
下
屋
敷
で
、
所
屈
の
諸
士
こ
L
に
住
し
た

が
、
明
治
四
年
四
局
戸
籍
編
成
の
際
玄
響
町
一
番
丁
・

二
番
丁
・
三
巡
b
と
し
た
。

ゲ
ン
パ
マ
ツ
玄
替
松
金
棒
馬
場
町
河
合
氏
の

邸
地
に
あ
っ
て
、
老
樹
で
あ
っ
た
。
昔
佐
久
間
玄
替

の
翻
馬
場
の
あ
っ
た
頃
の
越
木
で
あ
る
と
い
ふ
の

で
、
玄
欝
松
と
帯
す
る
と
言
ひ
偲
へ
た
が
、
明
治
駿

滞
の
際
伐
採
せ
ら
れ
た
。

ケ
ン
プ
ウ
見
風

4
カ
ハ
ヒ
ケ

Y
プ

ウ

河

合

見
風
。ゲ

ン
プ
タ
元
服
務
政
の
時
、
士
分
に
在
つ
て

は
幼
時
振
袖
の
衣
を
着
し
、
頭
髪
の
前
髪
を
分
け
た

が
、
十
五
歳
以
上
に
建
す
る
時
は
袖
下
を
留
め
て
短

〈
し
、
額
に
角
入
を
行
ひ
、
次
い
で
更
に
元
服
・
を
加

へ
た
。
元
服
と
は
前
髪
を
去
り
、
頭
上
を
竪
に
長
〈

幅
一
寸
許
に
剃
り
鹿
げ
る
を
い
ひ
、
そ
の
際
文
武
に

勝
れ
た
士
に
依
顕
し
て
諦
を
授
け
ら
れ
、
祝
賀
の
式

を
母
げ
た
。
結
妥
は
士
分
に
在
つ
て
は
元
結
十
二
三

筋
を
用
ひ
、
四
十
歳
以
上
に
至
る
時
は
四
筋
以
上
と

し
、
丸
密
・
長
密
等
の
種
類
が
あ
っ
た
が
、
御
歩
は

幅
四
五
寸
に
臆
く
剃
り
、
丸
密
に
限
り
、
叉
足
壊
以

下
は
元
結
ニ
筋
に
限
ら
れ
た
。
町
人
・
百
姓
の
元
服

に
も
、
ま
た
之
に
推
し
簡
単
な
・
祝
儀
を
事
げ
た
。

ケ
ン
プ
ツ
ド
ウ
見
備
調
珠
洲
郡
布
浦
領
の
比

那
に
在
る
。
俗
停
に
、
見
仰
上
人
が
奥
州
松
島
か
ら

来
b
、
毎
用
十
日
投
に
民
て
、
西
行
に
・
逢
ひ
問
答
を

し
た
と
い
う
て
ゐ
る
。
こ
の
事
は
模
集
抄
に
短
殺
し

て
あ
る
が
信
じ
鮭
く
、
元
亨
瀦
替
の
見
倣
停
に
は
書

い
て
な
い
。

ゲ
ン
ペ
エ
タ
マ
源
兵
衛
島
石
川
郡
山
島
郷
に

毘
す
る
部
務
。
慶
長
十
六
年
九
周
朔
日
附
前
回
利
光

利
醤
に
も
、
源
兵
衛
島
村
と
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
蛍

の
光
に
、
源
兵
衛
島
は
初
め
水
島
と
軒
続
き
で
あ
っ

ゲ
ン
バ
ガ
ハ
玄
醤
川
金
樽
川
上
提
源
寺
の
尻

地
な
る
陣
川
の
川
除
に
水
戸
口
を
附
け
て
陪
川
よ
り

用
水
を
取
っ
て
あ
っ
た
。
拍
車
屋
源
兵
衛
な
る
者
後

に
い
ふ
拍
車
の
地
に
水
車
を
設
け
た
時
、
食
用
用
水

の
み
で
は
水
勢
弱
き
た
め
、
更
に
隊
川
の
水
を
A
n
は

せ
、
そ
れ
を
百
姓
町
に
遁
じ
て
水
車
に
注
い
だ
の
で

t晶
1

あ
る
。
般
に
こ
の
水
戸
口
を
油
堰
と
呼
び
、
用
水
を

源
兵
衛
川
と
帯
し
た
の
を
、
後
人
繰
っ
て
玄
審
川
と

呼
ん
だ
と
い
ふ
。

ゲ
ン
バ
マ
チ

玄
蕃
町

金
持
の
町
名
。
も
と
禄
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J
;
p
i
r也
、

当

一

二
八
六

た
が
、
明
和
六
年
三
反
凶
村
か
ら
手
取
川
が
切
れ

て
、
源
兵
衛
島
を
流
し
た
か
ら
、
今
の
mm
に
移
っ
た

と
記
し
て
ゐ
る
。

ヂ
ン
ベ

Z
ジ
マ
シ
ン
源
兵
衛
島
新
石
川
郡
山

島
郷
に
臨
す
る
都
宮
市
0

ゲ
ン
ポ
ウ
イ
ン
源
法
院
金
禅
主
計
町
に
在
っ

て
、
臨
川
山
と
践
し
、
提
言
宗
に
臨
す
る
。
元
和
三

年
長
消
之
を
建
京
し
た
と
い
ふ
。
綿
・
掠
屋
政
右
衛
門

自
砲
に
、
天
保
年
中
先
に
積
古
一
の
錦
抑
禍
制
さ
れ
た
の

を
、
竹
下
武
右
衛
門
・
酒
井
和
左
衛
門
な
ど
の
能
力

で
再
建
し
た
と
見
え
る
。

ケ
ン
ポ
ウ
ジ
建
法
寺
河
北
郡
小
熊
に
在
っ
て
、

銀
宗
東
一
蹴
に
毘
す
る
。
も
と
道
場
で
在
っ
た
が
、
明

治
十
三
年
四
周
寺
脱
の
公
務
を
訴
さ
れ
た
。

ケ
ン
ポ
ク
イ
コ
ウ
創
北
遺
稿
一
加
。
瀬
尾
剣

北
務
0

・
泌
文
十
二
節
と
持
七
宵
を
牧
め
で
あ
る
。
剣

北
の
稿
は
頗
る
多
か
っ
た
と
い
ふ
が
、
家
に
留
め
る

も
の
僅
か
に
ζ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
の
を
、
そ
の
夜
後

大
正
二
年
秋
、
治
子
英
女
史
が
版
行
せ
し
め
た
も
の

で
あ
る
0

・

ケ
ン
ミ
ヨ
ウ
賢
明
鹿
島
都
七
局
員
宗
東
源
開

勝
寺
の
住
聡
で
あ
っ
た
。
天
保
十
一
年
以
降
高
食
感

寮
の
寮
司
と
な
り
、
嘉
永
二
年
擬
説
に
匙
み
、
隠
邸

元
年
寂
し
た
。

ゲ
ン
モ
ン
玄
門
金
持
浮
土
宗
玄
門
寺
の
閉
山
。

玄
門
は
上
越
位
向
器
と
い
ひ
、
一
に
貰
釣
と
駿
し
、

俗
姓
は
花
村
氏
、
巾
斐
の
人
で
あ
る
。
智
搭
上
人
の

室
に
投
じ
て
剃
髪
受
業
し
、
迭
に
共
の
法
宮
嗣
ぎ
、

金
探
如
来
寺
に
住
し
、
玄
門
寺
を
開
い
て
隠
按
と
し

た
。
高
治
元
年
二
周
十
五
日
寂
。

ゲ
ン
モ
ン
ジ
玄
門
寺
金
滞
下
小
川
町
に
在
っ

て
、
孤
峰
山
と
披
し
、
静
土
宗
に
邸
す
る
。
貞
享
二

年
の
両
衆
智
に
、
笛
寺
は
寛
永
十
年
玄
門
和
簡
の
開


